
新旧対照表                （１）       

新 旧 
 
 

３ 地域再生計画の区域 

酒田市の区域の一部（最上川以北 

区域） 

 

 

４ 地域再生計画の目標 
 
目 標 
    酒田市区域の一部（最上川以北区

域）の汚水処理施設の整備の促進 
（汚水処理人口普及率を 
７９．５％から９０．０％に向上） 

※酒田市全域の汚水人口普及率では、

６８．５％から８３．０％に向上 
                 

 
 
５ 目標を達成するために行う事業 
 
５－２ 法第五章の特別の措置を適用して 

行う事業 

(１) 汚水処理施設整備交付金を活用す 

   る事業 

 整備箇所等については、別添の整

備箇所を示した図面による。 

 

【事業主体】  

・酒田市 

 

【施設の種類】 

・ 公共下水道、農業集落排水施設、浄  

化槽（市設置型、個人設置型） 

 

【事業区域】 

・公共下水道  上安町地区、下安町地

区、ゆたか町地区、泉町地区、西野町

地区、酒井新田地区、豊里地区 

 

 

・農業集落排水施設  中平田南地

区、東平田地区、庭田吉田地区 

 

・浄化槽 酒田市の区域の一部（最上

川以北）の集合処理区を除く区域 
 

 
 

３ 地域再生計画の区域 

酒田市の全域 

 

 

 

４ 地域再生計画の目標 
 
目 標  
   酒田市全域の汚水処理施設の整備の

促進 
（汚水処理人口普及率を 
６８．５％から８３．０％に向上）  

 

 

 

 

 

５ 目標を達成するために行う事業 
 
５－２ 法第四章の特別の措置を適用して 

行う事業 

(１) 汚水処理施設整備交付金を活用す

る事業 

   整備箇所等については、別添の整

備箇所を示した図面による。 

 

【事業主体】  

・酒田市 

 

【施設の種類】 

・ 公共下水道、農業集落排水施設、浄化

槽（市設置型、個人設置型） 

 

【事業区域】 

・公共下水道  酒田市全域のうち上安

町地区、下安町地区、ゆたか町地区、

泉町地区、西野町地区、酒井新田地

区、豊里地区 

 

・農業集落排水施設  中平田南地区、

東平田地区、庭田吉田地区 

 

・浄化槽  酒田市全域（集合処理区を

除く） 
 



新旧対照表                （２）       

新 旧 
 

※市設置型 ：酒田市の区域の一部（最

上川以北）の集合処理区

と個人設置型浄化槽を除

いた区域 

 

※個人設置型：酒田市の区域の一部（最

上川以北）集合処理区と

市設置型浄化槽を除いた

区域 
 

【事業費】 

 ・公共下水道     

 事業費       １，２２２，２００千円 

(うち、交付金      ６１１，１００千円) 

  単独事業費      ３４４，８７３千円 

 

・ 農業集落排水施設   

  事業費      ２，２４３，２１０千円 

(うち、交付金  １，１２１，６０５千円) 

  単独事業費    １９０，８００千円 

 

・浄化槽（市設置型）  

 事業費     ２９１，６３１千円 

 (うち、交付金  ９５，０９５千円) 

・浄化槽（個人設置型） 

 事業費       ８，９４６千円  

  (うち、交付金   ５，０９７千円) 

合 計 事業費  ３，７６５，９８７千円   

(うち、交付金  １，８３２，８９７千円) 

  単独事業費   ５３５，６７３千円 
 

【整備量】 

・公共下水道  

φ１５０～３００㎜Ｌ＝  ７，７７０ｍ 

 単独事業  

φ１５０～２００㎜Ｌ＝  ４，４００ｍ 

・農業集落排水施設   

φ１５０～２００㎜Ｌ＝１６，５４０ｍ 

  単独事業  

φ１５０㎜    Ｌ＝  ３，０８０ｍ 

  処理場         ３箇所 

・浄化槽         ２９５基  
 

※市設置型 ：集合処理区を除く酒田市 

全域 

 

 

 

 ※個人設置型：酒田市の集合処理区と市

設置型浄化槽を除いた区

域 
 
 

【事業費】 

・ 公共下水道 

 事業費      １，０２４，０００千円 

(うち、交付金      ５１２，０００千円) 

  単独事業費      ８３２，０００千円 

        

・ 農業集落排水施設   

  事業費      ２，２４３，２１０千円 

(うち、交付金  １，１２１，６０５千円) 

  単独事業費    １９０，８００千円 

 ・浄化槽（市設置型）  

    事業費     ３５３，１６９千円 

    (うち、交付金 １１５，４８７千円) 

・ 浄化槽（個人設置型） 

     事業費       ８，５８３千円  

 （うち、交付金    ５，０９７千円）

合 計  事業費  ３，６２８，９６２千円 

(うち、交付金  １，７５４，１８９千円) 

  単独事業費 １，０２２，８００千円 
 

【整備量】 

・ 公共下水道    

φ１５０～３００㎜Ｌ＝ ７，４５４ｍ 

 単独事業  

φ１５０～２００㎜Ｌ＝ ７，９２９ｍ 

・ 農業集落排水施設   

φ１５０～２００㎜Ｌ＝ １３，８７０ｍ 

 単独事業  

φ１５０㎜    Ｌ＝  ２，６００ｍ 

  処理場          ３箇所 

 ・浄化槽      ３４５基   
 



新旧対照表                （３）       

新 旧 
 
各施設による新規の処理人口は下記のとお

り。 

 公共下水道  

上安町・下安町・ゆたか町・泉町・西野町

・酒井新田・豊里地区で２，７１９人 

 農業集落排水施設   

      ・中平田南地区で８００人 

   ・東平田地区で１，４８０人 

   ・庭田吉田地区で１，１３０人 

  浄化槽     

  酒田市の区域の一部（最上川以北）

の集合処理区を除く区域で１，２２９人

（市設置型１，１１９人、個人設置型１１

０人） 

 

 

５－３ その他の事業 
 
・他の補助事業や、市単独事業により、公

共下水道（処理区域内人口約６ ，２００

人の増加）・農業集落排水施設（処理区

域内人口約１，７００人の増加）の整備

を進め、汚水処理人口普及率の向上を図

る。 

 
各施設による新規の処理人口は下記のとお

り。 
 公共下水道   

上安町・下安町・ゆたか町・泉町・西野町

・酒井新田・豊里地区で２，７１９人 

 農業集落排水施設   

・ 中平田南地区で８００人 

・ 東平田地区で  １，４８０人 

・ 庭田吉田地区で１，１３０人 

浄化槽   

酒田市全域で１，４２４人 

 

(市設置型１，３１４人、個人設置型１１０

人) 

 

 

５－３ その他の事業 
 
・他の補助事業や、市単独事業により、公

共下水道（処理区域内人口約８，１００

人の増加）・農業集落排水施設（処理区

域内人口約１，７００人の増加）の整備

を進め、汚水処理人口普及率の向上を図

る。 

 


